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家
屋
を
新
築
・
増
築
、
取
壊
し
た
場
合
、
翌
年

度
か
ら
固
定
資
産
税
が
変
わ
り
ま
す
。

　

公
平
・
公
正
な
課
税
を
行
う
た
め
に
、
家
屋
を

新
築
・
増
築
、
取
壊
し
た
場
合
は
、
役
場
町
民
課

（
６
）
０
１
０
３
へ
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。
ご

連
絡
を
い
た
だ
い
た
後
、
担
当
者
が
立
会
い
の
も

と
実
地
調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
の
程
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
売
買
な
ど
に
よ
り
家
屋
の
所
有
者
が

変
更
と
な
っ
た
場
合
に
も
役
場
町
民
課
（
６
）

０
１
０
３
へ
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

最
近
、
改
葬
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

が
多
く
あ
り
ま
す
の
で
、
改
葬
を
行
う
際
の

手
続
き
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

１
．
町
か
ら
『
改
葬
許
可
申
請
書
』
を
入
手

し
て
く
だ
さ
い
。

　

遠
方
の
方
は
、
電
話
に
て
連
絡
を
い
た
だ

く
か
、
町
内
在
住
の
代
理
人
に
よ
り
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　

土
葬
の
場
合
、
改
め
て
火
葬
を
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、『
火
葬
場

の
使
用
申
込
』
も
併
せ
て
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

２
．『
改
葬
許
可
申
請
書
』
に
必
要
事
項
を

記
入
・
押
印
の
上
、
次
の
２
つ
を
添
え
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
『
埋
葬
さ
れ
て
い
る
証
明
』

　

証
明
者
は
現
在
使
用
し
て
い
る
墓
地
の
管

理
者

②
『
改
葬
先
の
証
明
書
』
の
写
し

　

改
葬
先
の
管
理
者
に
よ
る
使
用
許
可
証
・

使
用
許
可
証
明
書
、
墓
地
等
の
使
用
契
約
書

な
ど
、
遺
骨
の
受
け
入
れ
先
が
あ
る
こ
と
が

分
か
る
も
の

３
．
申
請
者
か
ら
町
へ
書
類
が
提
出
さ
れ
ま

１
月
分
の
納
期
限
は
２
月
１
日(

月
）
で

す
。　
　

（
定
期
口
座
振
替
日
は
１
月
28
日
（
木
）、

再
振
替
日
は
２
月
10
日
（
水
）
で
す
。

　

納
付
等
に
関
す
る
相
談
は
町
民
課
（
６
）

０
１
０
３
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

（
普
通
徴
収
の
方
）

し
た
ら
、
町
は
申
請
内
容
を
確
認
し
て
『
改

葬
許
可
書
』
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
お
受
け

取
り
く
だ
さ
い
。

４
．
墓
地
で
作
業
す
る
時
や
遺
骨
を
持
ち
運

ぶ
時
、
受
け
入
れ
先
に
納
骨
す
る
時
に
は
、

必
ず
『
改
葬
許
可
書
』
を
携
帯
し
て
く
だ
さ

い
。

　
『
改
葬
許
可
書
』
が
な
い
と
、墓
地
や
霊
園
、

納
骨
堂
な
ど
へ
の
受
け
入
れ
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
役
場
町
民
課
（
０
８
５
１
４

‐
６
‐
０
１
０
３
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
本
手
続
き
に
つ
い
て
は
埋
葬
さ
れ

て
い
る
場
所
が
西
ノ
島
町
内
か
ら
町
内
外
へ

改
葬
す
る
場
合
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

町
外
か
ら
西
ノ
島
町
に
改
葬
す
る
場
合
は

そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

　
　
（
町
内
か
ら
町
内
外
の
場
合
）

 

埋
葬
元
の
管
理
者

か
ら
「
埋
葬
証
明
書
」

を
発
行
し
て
も
ら
う

 

埋
葬
先
の
管
理
者

か
ら
「
埋
葬
受
け
入

れ
証
明
書
」
を
発
行

し
て
も
ら
う

 

町
か
ら
改
葬
許
可
申
請
書
等
を
入
手

 

①
〜
③
が
作
成
出
来
た
ら
役
場
に
申
請

 

役
場
か
ら
改
葬
許
可
書
を
受
け
取
る

 

改
葬
作
業
開
始

※
町
外
か
ら
町
内
へ
の
改
葬
は
そ
れ
ぞ
れ
の
市

町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
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　TEL. 6-1211　FAX.6-1212

定住促進係　TEL. ７-8131　農林水産係・観光商工係   TEL. ７-8777

　TEL.6-0450　FAX.2-2247

別 府 支 所   TEL. ７-8101　　　　　   地域振興課   FAX. ７-8025

　TEL.6-1748  FAX.6-0186

　 TEL. 6-0171　FAX.6-1028

町長が町民の皆様のご意見、ご要望をお聞きするための FAX.6-1819

TEL.6-1182　FAX.6-1183

　TEL.6-0105　　 　TEL.6-0103　　 　TEL.6-0104

　TEL（08514）6-0101　FAX　6-0683

※町内無料電話を利用する場合、番号の頭に「５」をつけて電話すると無料電話になります。

　TEL.6-1338(FAX兼用 )

（浦郷シルバー会館）

　
「
し
ま
ね
版
特
区
」
は
、
み
な
さ
ん
が
地

域
の
活
性
化
の
た
め
取
り
組
も
う
と
し
て

い
る
が
様
々
な
規
制
に
よ
り
実
施
が
困
難

な
と
き
に
、
規
制
の
特
例
措
置
を
設
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
事
業
を
は
か
る
制
度

で
す
。

　

市
町
村
、
民
間
事
業
者
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
住

民
グ
ル
ー
プ
、
民
間
企
業
な
ど
）、
ど
な
た

で
も
申
請
可
能
で
す
。

　

申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
受
付
期
間
に
関

わ
ら
ず
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
　

１
月
15
日
（
金
）
〜 

１
月
29
日
（
金
）

島
根
県
し
ま
ね
暮
ら
し
推
進
課

　

電　

話　

 

０
８
５
２
・
２
２
・
６
２
３
４

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

 

０
８
５
２
・
２
２
・
５
７
６
１

　　

詳
し
く
は
県
し
ま
ね
暮
ら
し
推
進
課
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

自
治
医
科
大
学
医
学
部
の
学
生
募
集
の
お
知
ら
せ
で
す
。

　

栃
木
県
に
あ
る
自
治
医
科
大
学
は
、
全
都
道
府
県
が
共

同
で
設
立
し
た
学
校
法
人
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
医
科

大
学
で
、
卒
業
後
に
出
身
県
に
戻
り
、
一
定
期
間
地
域
の

病
院
、
診
療
所
に
勤
務
す
れ
ば
、
授
業
料
な
ど
が
全
額
免

除
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
島
根
の
医
療
を
守
る
と
い
う
気
概
に
あ
ふ

れ
た
方
の
申
込
み
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

１
２
３
名
（
島
根
県
か
ら
２
〜
３
名
）

　

平
成
28
年
1
月
25
日（
月
）【
学
力
】、

　
　
　
　
　
　
　
　

26
日
（
火
）【
面
接
】

　

サ
ン
ラ
ポ
ー
む
ら
く
も
（
松
江
市
）

   

○
数
学
（
数
学
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
、
数
学
A
・
B
）

 　
　
　
　
　
　

 

○
理
科（
物
理
、化
学
、生
物
の
う
ち
２
科
目
選
択
）

　
　
　
　
　
　

  

○
外
国
語
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅰ
・
Ⅱ
・

　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅲ
、
英
語
表
現
Ⅰ
・
Ⅱ
）

　
　
　
　

　

平
成
28
年
1
月
４
日
（
月
）
〜　
　
　

　
　
　
　
　
　

1
月
20
日
（
水
）
午
後
5
時
必
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
月
19
日
（
火
）
の
消
印
有
効
）

　

　
　

〒
６
９
０
‐
８
５
０
１　

松
江
市
殿
町
１
番
地

　
　
　

島
根
県
庁 

医
療
政
策
課 

医
師
確
保
対
策
室　

　
　
　
　
　
　
　

℡
０
８
５
２
‐
２
２
‐
５
６
９
３

　
　
　
　
　
　
　

Fax
０
８
５
２
‐
２
２
‐
６
０
４
０


